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くみあいニュース山口大学教職員組合（2025 年４月 7 日 Monday） 

第 289 号（2024 年度-第１ 号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@galaxy.ocn.ne.jp  

 

４か月分の一時金支給は組合の成果！組合に加入しよう！ 

～組合員が増えれば４月遡及も視野に 逆に減れば１年遅れも～ 
 人勧にもとづく給与引上げは昨年度（2023 年度）の段階では、一部の大学が４月遡及で

はなく 12 月実施あるいは翌年度実施でしたが、今年、山口大学を含めて１３大学（判明

分）で 12 月以降の引上げとなっています。特に、中四国地区と九州地区に多く、島根大

学・香川大学・大分大学・佐賀大学・宮崎大学等が遡及なしという状況です。その他、東

京海洋大学・神戸大学等も遡及なしで、北海道大学に至っては 1年遅れの今年 4月実施となる可能性が高ま

っています。  

 こうした状況のもとで「値切り」となった大学のほとんどが大学提案通りで押し切られたのに対し、山口

大学では粘り強い協議・交渉の結果、既報の通り８か月分値切りの半分、４か月分が一時金として追加支給

されることになりました。もし組合がなければ、他大学同様、完全不遡及で終わったでしょうし、2025 年以

降もそれが既定事実として進むことになるでしょう。逆に組合員がもっと増えれば、給与問題だけでなくあ

らゆる問題で今とは違った状況が生まれます。 

「組合員でなくても組合の成果は還元されるから無理に組合に入る必要はない」という声が時々聞こえま

す。しかしそれでいいのでしょうか。ニュースに目を通していただいている方には、是非そのことを問い直

していただきたいと思います。組合がなければ山口大学は労働者にとってもっと働きづらい大学になるでし

ょう。さらなる労働条件の切り下げが目論まれ、業務の複雑化・多忙化で時には人が倒れる、そのような職

場、大学でいいのでしょうか。 

新任者への組合説明会等で、今年も新たな組合員を迎えました！ 
 

   組合への就業規則改正案（4/1 付）説明行われる（3/7） 
 ～配偶者手当廃止､非常勤･子の看護無給休暇､休職者の一時金不支給は問題～ 

 ３月７日（金）午前、人事課長等から組合へ４月１日改正を予定している就業規則改正説明が行われま

した。改正案の概要については各担当者から事前説明があり、吉田事業場過半数代表者に対しては３月５日

に説明がありました。吉田事業場の滝野過半数代表者はこの就業規則改正案の内、扶養手当改正（配偶者手

当の２年後廃止）・子の看護休暇等取得要件緩和・一時金支給対象からの一部除外等についての意見を付した

「意見書」を３月 18 日（火）に学長宛に提出しています。 

 組合は説明会当日、人事課に対して問題点を指摘した上で３月 31 日に「配偶者及び子に係る扶養手当の改

正について」、「子の看護等休暇に係る取得要件の拡充について」、「病気休職者及び大学院修学休職者への一

時金支給について」として、それぞれ申入書を提出しました。（２頁・３頁に掲載） 

〇配偶者手当引下げ・廃止：８年前の 2017 年度（H29 年度）から３年かけて 13,000 円から

6,500 円に切り下げられた配偶者手当が、今度は２年かけてとうとう廃止されます。今回もそ

の時同様、一方で「子ども手当」が増額となります。そのため、家族構成・扶養状態によっ

て総額で減額となる方と増額となる方が混在する形となります。組合としては、配偶者手当

廃止は明らかな労働条件不利益変更であり基本、撤回すべきと考えます。 
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〇子の看護等休暇取得要件拡充：労働条件改善であり評価できるものの、問題はこれを適用される非常勤職

員の場合無給休暇のままというところにあります。その他無給の特別休暇も含めて有給化を求めます。ま

た、看護休暇取得の対象に他大学では孫を加えているところもあり、山口大学でも同様な措置を導入するよ

う求めました。 

〇一時金支給にかかる規則の制定：「令和 6 年 8月 1 日から令和 6年 11 月 30 日までの間に国立大学法人山口

大学職員休職規則第 3 条に規定する病気休職若しくは国立大学法人山口大学職員就業規則第 44 条に規定する

大学院修学休業した者」としているのは承服しがたく、少なくとも勤務日数分に応じて支給すべきでもので

す。 

上記の他、①役職者（管理職特別）勤務手当の改正、②広域移動手当の改正、③クロスアポイントメント

制度の改正、④勤務時間、休暇等に関する規則別表１～３の改正（附属学校名の変更ならびに休憩時間の変

更、および適用予定のない時間帯の削除）、⑤新たな職名の新設等による任免規則の改正＆選考採用実態の反

映にともなう条文の整備、⑥事業場の名称変更にかかる労働安全衛生関係の規定の改正（⑴教育学部附属光

小学校・附属光中学校事業場を「教育学部附属光義務教育学校事業場」に変更し、同事業場に衛生推進者を

２人置く措置、⑵「国立大学法人山口大学職員労働安全衛生規則」の第 10 条第 4 項の部局として「学環」

を加える等については、特に異論がないとしました。 
 

役員賠償責任保険一割負担（年間 35,000 円）廃止手続は妥当か？ 
 くみあいニュース前号（第 288 号：3/6 発行）で報じた役員賠償責任保険問題は結局、３月４

日の役員会での２回目の審議の結果、議了したとの情報を得た組合は、３月 31 日に「国立大学

法人役員賠償責任保険自己負担廃止について」として、この間の審議状況を質す申入書（３頁

に掲載）を森下書記長名で三浦総務企画部長宛に提出しました。  

申入書では、①2024 年度の各役員の年間保険料負担額、②最初に当該保険への加入を決めた時の会議名と

内容・資料等及び各年度の契約更新の際の審議・議決状況、③個人負担を廃止する根拠の説明（役員負担割

合が 1割の大学が半数程度で、ここ数年間特に増加していない）、④「会社役員賠償責任保険（D&O 保険）」

保険料の企業負担について経済産業省が条件としている「利益相反の観点からの取締役会承認」「社外取締役

が過半数の構成員である任意の委員会の同意」「社外取締役全員の同意」等に照らして、「社外取締役」に準

ずると思われる「経営協議会学外委員」への報告・審議状況は如何か、その適法性の説明、⑤国大協保険メ

ニュー３「役員傷害保険」について、年間保険料及び負担者・負担額および審議・承認の状況、⑥役員賠償

責任保険及び国大協保険の給付実績等の提示を求めました。 

 

山口大学教職員組合 第 57 回定期大会開催（3/8） 
   組合は３月８日（土）に第 57 回定期大会を開催しました。大会は執行委員と各分会

代議員等の出席のもと、活動報告と決算承認、運動方針と予算案討議を滞りなく終え、

三原委員長・森下書記長のもと、新たな１年を踏み出しました。なお、第６号議案の

「特別執行委員選出について」も可決され、鴨崎参与が引き続き特別執行委員に選出されました。 

前年度の組合のとりくみは、人勧を踏まえた賃金改善の「値切り」反対、勤勉手当引上げを踏まえた業績

評価給への傾斜加算方式問題、旅費規則改正問題等の教職員の労働条件改善を目指す取り組みに加えて、学

生への大学会館大ホール空調費有料化問題、授業料値上げ反対署名の取り組み支援など学生の自主的な運動

への支援、また、かねてより重視してきた主としてパワハラを背景とした個別相談への対応等多岐にわたり

ました。新しい運動方針の中でもそうしたとりくみを継続的に進めることを確認しました。 

なお、組合財政立て直しを図り、新型コロナ禍前のように、組合員へ還元できる様々なとりくみを進める

ことも確認しました。その皮切りに３月 25 日（火）夕刻、吉田地区でのこの数年間の退職組合員の方々にお

声掛けし「退職者を送る会」を６年振りに開催し、組合員としての貢献に敬意を表し労をねぎらいました。 


